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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１検出器と、第２検出器と、前記第１検出器及び前記第２検出器のそれぞれと通信可
能な通信端末と、を含む第１システムと、
　前記第１検出器及び第２検出器のいずれとも異なる検出器を含む第２システムと、
　前記第１システム及び前記第２システムと通信可能な第３システムと、
　を備え、
　前記第３システムは、使用者が第１作業をしている第１状態または前記第１状態に対応
する状態における前記第１検出器から取得した第１生体情報、及び、前記使用者が前記第
１状態または前記第１状態に対応する状態における前記第２検出器から取得され前記第１
生体情報と同種の第２生体情報に基づいて基準情報に変換し、前記第２システムに含まれ
る前記検出器から取得した前記使用者が前記第１状態または前記第１状態に対応する状態
における第２生体情報を前記基準情報と比較する、評価システム。
【請求項２】
　使用者に関する第１情報と、前記使用者に関する第２情報と、を取得し、前記第１情報
は、前記第１状態または前記第１状態に対応する状態における前記使用者の生体情報及び
行動情報の少なくともいずれかを含み、前記第２情報は、前記第１作業をしていない第２
状態における前記使用者の生体情報及び行動情報の少なくともいずれかを含み、
　前記第１情報と前記第２情報とに基づいて、前記使用者の第１作業に関する評価結果情
報を出力する請求項１記載の評価システム。
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【請求項３】
　前記評価結果情報は、分類された複数のランクの１つを含む、請求項２に記載の評価シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、評価システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　身体に装着するウェアラブルデバイスが開発されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１０３２７５号公報
【特許文献２】特許第４７５９６３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　実施形態は、使用者の情報をより有効に利用できる評価システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態の評価システムは、第１～第３システムを含む。前記第１システムは、第１検
出器と、第２検出器と、前記第１検出器及び前記第２検出器のそれぞれと通信可能な通信
端末と、を含む。前記第２システムは、前記第１検出器及び前記第２検出器のいずれとも
異なる検出器を含む。前記第３システムは、前記第１システム及び前記第２システムと通
信可能である。前記第３システムは、前記第１検出器から取得した第１生体情報、及び、
前記第２検出器から取得され前記第１生体情報と同種の第２生体情報に基づいて基準情報
に変換し、前記第２システムに含まれる前記検出器から取得した第２生体情報を前記基準
情報と比較する。
【発明の効果】
【０００６】
　実施形態は、使用者の情報をより有効に利用できる評価システムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１（ａ）～図１（ｃ）は、第１実施形態に係る評価システムを例示する模式図
である。
【図２】第１実施形態に係る評価システムの評価方法を示すフローチャートである。
【図３】第１実施形態に係る評価システムにおける評価結果を例示する模式図である。
【図４】第２実施形態に係る評価システムを例示する模式図である。
【図５】第２実施形態に係る評価システムを例示する模式図である。
【図６】第２実施形態に係る評価システムの評価方法を示すフローチャートである。
【図７】実施形態に係る評価システムにおける動作を示すフローチャートである。
【図８】実施形態に係る評価システムを例示する模式図である。
【図９】図９（ａ）～図９（ｃ）は、第３実施形態に係る評価システムにおける情報を例
示する模式図である。
【図１０】図１０（ａ）～図１０（ｃ）は、第３実施形態に係る評価結果情報を例示する
模式図である。
【図１１】実施形態に係る保険を例示する模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
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　以下に、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。本願明細書と各図にお
いて、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は
適宜省略する。
【０００９】
　（第１実施形態）　
　第１実施形態に係る評価システムについて、図１（ａ）～図１（ｃ）に示す例を用いて
説明する。
【００１０】
　（１　評価システム１１０の全体構成）　
　図１（ａ）～図１（ｃ）は、第１実施形態に係る評価システムを例示する模式図である
。　
　評価システム１１０は、第１ユーザシステム１０（第１システム）と、第２ユーザシス
テム２０（第２システム）と、演算システム３０（第３システム）と、を含む。
【００１１】
　評価システム１１０は、複数のユーザシステムから得られた生体情報等に基づいて、使
用者の状態を評価する。例えば、評価システム１１０は、運転しているときの使用者の生
体情報を取得する。評価システム１１０は、その生体情報を、従前に複数のユーザシステ
ムから得られた生体情報等と比較して、運転しているときの使用者の状態を評価する。具
体的には、評価システム１１０は、あるタイミングで運転している使用者の状態が、他の
タイミングで運転している使用者の状態、または運転している状態に近い状態の場合の使
用者の状態に対してどれほど相違するかを評価する。
【００１２】
　本実施形態は、使用者が運転している場合に限定して適用されない。実施形態は、使用
者が１つまたは複数の処理を含む一連の作業を行う場合に適用できる。
【００１３】
　第１ユーザシステム１０は、検出器ＳＮ（例えばセンサ）と、通信端末１１と、を含む
。検出器ＳＮは、例えば、第１～第ｎ検出器（ｎは２以上の自然数であり、本実施形態で
は第１～第６検出器ＳＮ１～ＳＮ６）を含む。検出器ＳＮの数は任意である。検出器ＳＮ
（第ｉ検出器ＳＮｉ）は、使用者の生体情報、及び、使用者の行動に関する情報の少なく
ともいずれかを検出する。検出器ＳＮ（第１～第６検出器ＳＮ１～ＳＮ６など）の例につ
いては、後述する。
【００１４】
　例えば、検出器ＳＮのそれぞれ（例えば第ｉ検出器ＳＮｉ）は、通信端末１１と有線ま
たは無線で通信できる。第１～第６検出器ＳＮ１～ＳＮ６は、取得した使用者の生体情報
及び行動に関する情報を、第１ユーザシステム１０内の図示せぬメモリに一時的に保存で
きる。
【００１５】
　第１ユーザシステム１０は、通信端末１１を介して、有線または無線で演算システム３
０と通信できる。例えば、演算システム３０の要求に応じて、第１ユーザシステム１０は
、取得した、使用者の生体情報及び使用者の行動に関する情報を、演算システム３０に、
通信端末１１を介して送信する。
【００１６】
　通信端末１１は、例えば、コンピュータを含む。通信端末１１は、例えばスマートフォ
ンを含む。通信端末１１は、例えば、電気回路を含む。
【００１７】
　第２ユーザシステム２０は、例えば乗り物２８（移動体）に設けられる。乗り物２８は
、例えば、自動車などである。第２ユーザシステム２０は、検出器ＳＮ（第ｉ検出器ＳＮ
ｉ、この例では、第７検出器ＳＮ７）を含む。第７検出器ＳＮ７は、例えば、乗り物２８
の座席２７に設けられる。例えば、第７検出器ＳＮ７は、座席２７に座った使用者８１の
生体情報を検出する。第７検出器ＳＮ７は、使用者８１の体（例えば顔などの頭部）を撮
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像しても良い。撮像結果に基づく情報が、使用者８１に関する情報の少なくとも一部とな
っても良い。この場合、第７検出器ＳＮ７は、乗り物２８のウインドシールド部に設けら
れても良い。
【００１８】
　図１（ａ）の例では、第２ユーザシステム２０に１つの検出器ＳＮ（第ｉ検出器ＳＮｉ
、この例では、第７検出器ＳＮ７）が設けられている。実施形態において、第２ユーザシ
ステム２０に設けられる検出器ＳＮの数は、任意である。１つの例において、第２ユーザ
システム２０に設けられる検出器ＳＮは、第１ユーザシステム１０に設けられる複数の検
出器ＳＮのいずれとも異なる。
【００１９】
　第２ユーザシステム２０は、例えば、乗り物２８を運転している者の呼気に含まれるア
ルコール濃度を検出する検出器ＳＮを含んでも良い。
【００２０】
　第２ユーザシステム２０は、例えば、乗り物２８に関する情報（乗り物２８の移動状況
／運転状況を示す情報）を検出する検出器を含んでも良い。第２ユーザシステム２０は、
例えば、乗り物２８の角速度を検出する検出器を含んでも良い。
【００２１】
　第２ユーザシステム２０は、通信部２１及びサーバ２２を含んでも良い。第２ユーザシ
ステム２０は、例えば、図示せぬ制御部を含んでも良い。第２ユーザシステム２０は、通
信部２１を介して、有線または無線で演算システム３０と通信できる。制御部は、第７検
出器ＳＮ７で取得された使用者８１の生体情報を、通信部２１を介して、演算システム３
０に送信する。サーバ２２は、コンピュータを含んでも良い。サーバ２２は、メモリを含
んでも良い。サーバ２２は、例えば、電気回路を含む。
【００２２】
　第１ユーザシステム１０及び第２ユーザシステム２０により、使用者８１の生体情報等
が取得される。演算システム３０は、使用者８１の生体情報等を、第１ユーザシステム１
０及び第２ユーザシステムから取得して、乗り物２８を運転しているときの使用者８１を
評価する。
【００２３】
　演算システム３０は、例えば、通信部３１、サーバ３２及び制御部３３を含む。通信部
３１は、第１ユーザシステム１０及び第２ユーザシステム２０の少なくともいずれかから
データを受け取る。データは、使用者８１の生体情報または使用者８１の行動情報を含む
。通信部３１は、第１ユーザシステム１０及び第２ユーザシステム２０と通信できる。例
えば、通信部３１は、必要に応じて制御信号を送信し、データを授受してもよい。制御部
３３は、例えば、通信部３１及びサーバ３２の動作を制御する。例えば、制御部３３は、
サーバ３２などに演算プログラムを実行させる。制御部３３は、例えば、演算システム３
０に設けられるＲＡＭ３４に演算プログラムを設定させても良い。
【００２４】
　この演算プログラムは、第１ユーザシステム１０から取得した使用者８１の生体情報ま
たは使用者８１行動に関する情報から、使用者８１の生体情報を、使用者８１の状態ごと
に分類する。演算プログラムは、例えば、乗り物２８を運転しているときの使用者８１の
状態に対応する使用者８１の生体情報を抽出する。演算プログラムは、抽出された使用者
８１の生体情報を基に、基準分布（または基準データ）を生成する。演算プログラムは、
第２ユーザシステム２０から取得した使用者８１の生体情報が基準分布に対してどのよう
な相対的な関係にあるかを評価して、使用者８１を評価する。
【００２５】
　図１（ｂ）及び図１（ｃ）は、検出器ＳＮを例示している。　
　図１（ｂ）に示すように、第１検出器ＳＮ１は、例えば、ベッド７０に設けられる。ベ
ッド７０は、例えば、ボトム７１及びマットレス６０を含む。第１検出器ＳＮ１は、例え
ば、ボトム７１とマットレス６０との間に設けられる。第１検出器ＳＮ１に、マットレス
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６０を介して、使用者８１による力（圧力及び音波の少なくともいずれか）が加わる。例
えば、第１検出器ＳＮ１で検出された力に基づく信号は、生体情報及び行動情報の少なく
とも一部を含む。信号（力）の大きさ及び信号（力）の大きさの時間的な変化の少なくと
もいずれかに基づいて、第１検出器ＳＮ１は、使用者８１の生体情報や行動に関する情報
を検出する。例えば、使用者８１の状態に応じた振動が、第１検出器ＳＮ１に加わる。振
動は、例えば、使用者８１の体動に応じている。振動が、第１検出器ＳＮ１において検出
される。振動は、音を含んでも良い。
【００２６】
　第１検出器ＳＮ１は、例えば、心拍、脈拍、呼吸、体温、体重、睡眠、覚醒、入眠、離
床、起上り及び端座位（例えば離床準備状態）の少なくとも１つを検出できる。例えば、
第１検出器ＳＮ１で検出された力及び力の時間的な変化の少なくともいずれかに基づいて
、使用者８１の状態が推定されても良い。
【００２７】
　図１（ｂ）に示すように、第２検出器ＳＮ２は、使用者８１の体（この例では、腕）に
取り付けられる。第２検出器ＳＮ２は、例えば、腕時計型のウェアラブルデバイスである
。第２検出器ＳＮ２は、例えば、使用者８１の、脈拍、筋電図（心電図を含む）、及び、
血中酸素濃度の少なくとも１つを含む生体情報を取得できる。第２検出器ＳＮ２は、例え
ば、使用者８１の心拍を検出可能でも良い。第２検出器ＳＮ２は、例えば、使用者８１の
、睡眠、覚醒、入眠、立位、座位、臥位、歩行及び運動の少なくともいずれかを含む行動
情報を取得できても良い。
【００２８】
　図１（ｂ）に示すように、第３検出器ＳＮ３は、枕７２などに設けられる。使用者８１
の状態に応じた振動が、第３検出器ＳＮ３に加わる。振動は、例えば、使用者８１の体動
に応じている。第３検出器ＳＮ３は、例えば、使用者８１の、心拍、脈拍、呼吸、体温、
筋電図（心電図を含む）、脳波、血圧、及び、血中酸素濃度（例えば、経皮的動脈血酸素
飽和度を含む）の少なくとも１つを含む生体情報を取得できても良い。
【００２９】
　図１（ｃ）に示すように、第４検出器ＳＮ４は、例えば、使用者８１の頭部に取り付け
ることが可能である。第４検出器ＳＮ４は、例えば、使用者８１の脈拍、体温、及び、脳
波の少なくとも１つを含む生体情報を取得できる。第４検出器ＳＮ４は、使用者８１の、
睡眠、覚醒、立位、座位、臥位、歩行及び運動の少なくともいずれかを含む行動情報を取
得できても良い。
【００３０】
　図１（ｃ）に示すように、第５検出器ＳＮ５は、例えば、眼鏡形状のウェアラブルデバ
イスである。使用者８１は、例えば、第５検出器ＳＮ５を眼鏡と同様に装着して使用する
。第５検出器ＳＮ５は、例えば、使用者８１の、脈拍、体温及び血中酸素濃度の少なくと
も１つを含む生体情報を取得できる。第５検出器ＳＮ５は、睡眠、覚醒、立位、座位、臥
位、歩行及び運動の少なくともいずれかを含む行動情報を取得できても良い。
【００３１】
　図１（ｃ）に示すように、第６検出器ＳＮ６は、使用者８１の足部に取り付けられる。
第６検出器ＳＮ６は、例えば、使用者８１の靴に設けられても良い。第６検出器ＳＮ６は
、例えば、使用者８１の、体重を含む生体情報を取得できる。第６検出器ＳＮ６は、使用
者８１の、歩行及び運動の少なくともいずれかを含む行動情報を取得できても良い。
【００３２】
　例えば、使用者８１の生体情報は、心拍、脈拍、呼吸、体温、体重、脈拍、筋電図（心
電図を含む）、脳波、及び、血中酸素濃度（例えば、経皮的動脈血酸素飽和度を含む）に
分類できる。　
　例えば、使用者８１の行動情報は、睡眠、覚醒、入眠、離床、起上り、端座位（例えば
離床準備状態）、立位、座位、臥位、歩行及び運動に分類できる。　
　例えば、使用者８１の状態は、寝ている状態、座っている状態、立っている状態、歩い



(6) JP 6854208 B2 2021.4.7

10

20

30

40

50

ている状態、走っている状態、食事中の状態、食後の状態、排泄中の状態、排泄後の状態
、入浴中の状態、入浴後の状態、喫煙中の状態、及び、喫煙後の状態に分類できる。
【００３３】
　（２　評価システムにおける評価方法）　
　以下、図２を用いて、評価システム１１０における評価方法を説明する。以下の例では
、評価システム１１０は、乗り物２８を運転しているときの使用者８１を評価する。
【００３４】
　図２は、第１実施形態に係る評価システムの評価方法を示すフローチャートである。　
　乗り物２８を運転しているときの使用者８１を評価するときには、例えば、事故等のリ
スクの可能性が高いかどうかが評価される。運転しているときの使用者８１において、例
えば、体調が優れない、または、興奮状態にある、または、注意が散漫である、などの状
況がある。このような状況において、事故等のリスクの可能性が高いかどうかが評価され
る。
【００３５】
　評価システム１１０は、複数の検出器ＳＮ（第１～第６検出器ＳＮ１～ＳＮ６）から、
使用者８１の生体情報または使用者８１の行動に関する情報を取得する。評価システム１
１０は、これらの情報に基づいて、使用者８１を評価する。例えば、自動車保険事業者等
の金融機関は、使用者８１の評価結果に基づいて、例えば保険料を算定する。
【００３６】
　複数の検出器ＳＮ（第１～第６検出器ＳＮ１～ＳＮ６など）のそれぞれは、例えば、使
用者８１（及び衣服なども含む）と接触する部分を有する。複数の検出器ＳＮ（第１～第
６検出器ＳＮ１～ＳＮ６）のそれぞれにおいて、使用者８１の異なる位置から生体情報が
取得される場合がある。
【００３７】
　使用者８１が、複数の検出器ＳＮ（第１～第６検出器ＳＮ１～ＳＮ６など）を使用して
いるときに、取得できる生体情報の種類が、互いに異なる場合がある。例えば、１つの検
出器ＳＮ（例えば第１検出器ＳＮ１）は、脈拍を取得できる。他の検出器ＳＮ（例えば第
６検出器ＳＮ６）は、脈拍を取得できない場合がある。
【００３８】
　例えば、使用者８１が複数の検出器ＳＮ（第１～第６検出器ＳＮ１～ＳＮ６など）を同
時に使用していない場合がある。例えば、１つの検出器ＳＮは、朝に装着され、夜に外さ
れる。別の検出器ＳＮが、夜に装着される場合がある。複数の検出器（第１～第６検出器
ＳＮ１～ＳＮ６など）が取得する生体情報の精度が、互いに異なる場合もある。
【００３９】
　例えば、乗り物２８を運転しているときの使用者８１の生体情報を検出器ＳＮ７で取得
して使用者８１を評価する場合に、複数の検出器ＳＮ（第１～第６検出器ＳＮ１～ＳＮ６
など）で取得した生体情報を利用する。例えば、複数の検出器ＳＮ（第１～第６検出器Ｓ
Ｎ１～ＳＮ６など）で取得した生体情報を用いて、保険料の算定の基礎となる基準データ
（または基準分布）が作成される。これにより、例えば、正確な保険料を算定できる。
【００４０】
　例えば、使用者８１が運転している１つの期間（評価期間、タイミング）において、使
用者８１の生体情報が検出器ＳＮ７で取得される。一方、例えば、複数の検出器ＳＮ（第
１～第６検出器ＳＮ１～ＳＮ６など）は、この評価期間とは別の、運転している期間（非
評価期間）に、使用者８１の生体情報を取得する。例えば、複数の検出器ＳＮ（第１～第
６検出器ＳＮ１～ＳＮ６など）は、非評価期間に使用者８１が運転しているときに生体情
報を取得する。例えば、評価システム１１０は、複数の検出器ＳＮ（第１～第６検出器Ｓ
Ｎ１～ＳＮ６など）が取得した生体情報から、非評価期間の生体情報を抽出する。評価シ
ステム１１０は、抽出された生体情報に基づいて、基準データ（または基準分布）を導出
する。
【００４１】
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　評価システム１１０における評価方法の具体的なフローの例を、以下説明する。評価シ
ステム１１０における評価方法は、例えば人工知能ＡＩ（Artificial Intelligence）で
実現してもよい。
【００４２】
　説明の便宜上、使用者８１の脈拍（生体情報）は、第１検出器ＳＮ１、第２検出器ＳＮ
２、第３検出器ＳＮ３及び第７検出器ＳＮ７で取得できるものとする。以下の例では、使
用者８１の脈拍に基づいて評価が行われる。実施形態において、他の生体情報（例えば血
圧など）に基づいて評価が行われても良い。評価システム１１０が評価する前に、複数の
検出器ＳＮ（例えば第１～第３検出器ＳＮ１～ＳＮ３）により、使用者８１の脈拍（生体
情報）、及び、使用者８１の行動に関する情報が取得される。取得された情報は、評価シ
ステム１１０のサーバ３２に既に保持されている。使用者８１は、例えば、第２検出器Ｓ
Ｎ２を実質的に常時使用している。使用者８１は、例えば、第１検出器ＳＮ１及び第３検
出器ＳＮ３を、就寝中に使用する。
【００４３】
　（ステップＳ１）　
　演算システム３０は、使用者８１の評価を開始するときに、評価を開始する指示を第２
ユーザシステム２０に送信する。具体的には、制御部３３は、通信部３１を介してコマン
ドＣＭＤを送信する。第２ユーザシステム２０の制御部は、通信部２１を介して、このコ
マンドＣＭＤを受信する。第２ユーザシステム２０の制御部は、第７検出器ＳＮ７をアク
ティブにする。
【００４４】
　（ステップＳ２）
　第２ユーザシステム２０は、第７検出器ＳＮ７で、使用者８１の生体情報、使用者８１
の行動に関する情報、及び、その他の情報を取得する。第２ユーザシステム２０は、これ
らの情報を、例えばサーバ２２に保持する。
【００４５】
　（ステップＳ３）
　第２ユーザシステム２０は、通信部２１を介して、ステップＳ２で取得した情報を演算
システム３０に送信する。例えば、第２ユーザシステム２０は、一定期間の生体情報等を
検出した後に、検出結果を演算システム３０に送信してもよい。例えば、第２ユーザシス
テム２０は、生体情報等を検出しながら、検出結果を、任意の時に、演算システム３０に
送信してもよい。例えば、これらの情報を含むデータＤＡＴＡ１が、第２ユーザシステム
２０から演算システム３０に送信される。
【００４６】
　（ステップＳ４）
　演算システム３０は、第７検出器ＳＮ７で取得された使用者８１の生体情報（例えば脈
拍を含む）、使用者８１の行動に関する情報、及び、その他の情報を取得する。
【００４７】
　（ステップＳ５）
　演算システム３０は、ステップＳ４で取得した情報から、使用者８１の状態を特定する
。具体的には、制御部３３は、ステップＳ４で取得した情報から、例えば、第７検出器Ｓ
Ｎ７が、乗り物２８（車）の座席２７（運転席）に設けられた検出器であることのフラグ
を読み取る。制御部３３は、例えば、使用者８１が運転している状態であることを特定す
る。
【００４８】
　（ステップＳ６）
　制御部３３は、使用者８１が、評価中の運転している状態と、同じ状態であるときのデ
ータ（生体情報及び行動に関する情報）を、サーバ３２から抽出する。
【００４９】
　サーバ３２は、複数の検出器ＳＮ（第１～第３検出器ＳＮ１～ＳＮ３）から取得した生
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に保持されている。使用者８１の状態は、例えば、寝ている状態か否か、座位（座ってい
るか）か否か、起立している（立っている）状態か否か、歩いているか否か、走っている
か否か、食事中か否か、食後か否か、排泄中か否か、排泄後か否か、入浴中か否か、入浴
後か否か、喫煙中か否か、または、喫煙後か否か等によって、分類される。
【００５０】
　例えば、使用者８１の状態Ｓｔ０は、使用者が寝ている状態に対応する。使用者８１の
状態Ｓｔ１は、使用者８１が座っている状態であることに対応する。使用者８１の状態Ｓ
ｔ２は、使用者８１が立っている状態であることに対応する。
【００５１】
　制御部３３が使用者８１の「同じ状態」のデータを抽出することの例について説明する
。制御部３３は、使用者８１がある行動をした場合に、使用者８１の状態がサーバ３２に
保存された上記のいずれの分類に該当するか判定する。サーバ３２に保存された分類は、
有限である。制御部３３は、使用者８１の状態がサーバ３２に保存された分類に該当しな
い場合には、サーバ３２に保存された分類の中で、使用者８１の状態に近い状態を「同じ
状態」として選ぶ。例えば、サーバ３２に保存されている使用者８１の状態の分類には、
「運転をしている状態」は含まれない。例えば、制御部３３は、使用者８１が運転してい
るときに使用者８１が乗り物２８の座席２７に座っていると判断して、使用者８１が座っ
ている状態Ｓｔ１が、使用者８１が運転している状態と「同じ状態」とする。その結果、
制御部３３は、使用者８１の状態Ｓｔ１のデータをステップＳ６で抽出する。
【００５２】
　図１（ｂ）に示すベッド７０に、重量センサまたは角度センサが設けられる場合がある
。この場合、これらのセンサを用いて取得された情報に基づいて、使用者８１が、状態Ｓ
ｔ０または状態Ｓｔ１のいずれかであるか、が特定される。第１～第６検出器ＳＮ１～Ｓ
Ｎ６、及び、その他の検出器ＳＮから取得される情報に基づいて、使用者８１の状態が認
識できないとき、または、不明なときは、例えば、使用者８１が自分の状態を通信端末な
どから入力してもよい。
【００５３】
　制御部３３は、例えば「運転している状態」は、使用者８１の状態Ｓｔ１に該当すると
判定する。そして、制御部３３は、サーバ３２に保持されている脈拍に関する情報から、
使用者８１の状態Ｓｔ１に該当する、脈拍に関する情報を抽出する。制御部３３は、抽出
された脈拍に関する情報を、ＲＡＭ３４に導入する。
【００５４】
　（ステップＳ７）
　制御部３３は、使用者８１の状態に該当する「脈拍の情報」を複数の検出器ＳＮごとに
分類する。例えば、制御部３３は、使用者８１の状態に該当する「脈拍の情報」が、第１
～第３検出器ＳＮ１～ＳＮ３のいずれで取得されたものかを分類する。そして、制御部３
３は、第１～第３検出器ＳＮ１～ＳＮ３ごとに、脈拍の分布を生成する。例えば、制御部
３３は、第１～第３検出器ＳＮ１～ＳＮ３で取得した脈拍の離散データから、脈拍の分布
X[ei,t,σi,t](iは、検出器ＳＮの番号、tは、時刻、または所定の時間)を作成する。脈
拍の分布の平均は、「ei,t」である。脈拍の分布の分散は、「σi,t」である。
【００５５】
　（ステップＳ８）
　制御部３３は、第１～第３検出器ＳＮ１～ＳＮ３の信頼性を考慮して、脈拍の基準分布
（または基準データ）を生成する。制御部３３は、第１～第３検出器ＳＮ１～ＳＮ３に対
応した重み付け関数Fk,t(kは検出器の番号)を用いて、基準分布CS１tを生成する。重み付
け関数Fk,tは、例えば、自然数である。または、重み付け関数Fk,tは、ある関数でもよい
。基準分布CS１tは、以下の第１式で表される。
【００５６】
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【数１】

【００５７】
　この例では、第１～検出器ＳＮ１～ＳＮ３が使用されているため、i及びkに、１～３が
入力され、以下の第２式、第３式が得られる。
【００５８】

【数２】

【００５９】

【数３】

【００６０】
　第１～第３検出器ＳＮ１～ＳＮ３で取得される生体情報等が更新されるたびに、制御部
３３は、再計算してもよい。
【００６１】
　以下、制御部３３がある期間t1の基準分布CS１,t１を生成した後に、制御部３３が別の
期間t2における生体情報を取得して基準分布を更新する例について説明する。
【００６２】
　このとき、制御部３３は、期間t2の生体情報に基づいて、上記と同様のステップで基準
分布CS1,t2を算出する。そして、制御部３３は、期間「t1＋t2」の基準分布を重み付け関
数Ｇti(iは、期間の番号)を用いて更新する。基準分布CS１,t1+t2は、以下の第４式で表
される。
【００６３】

【数４】

【００６４】
　重み付け関数Ｇtiは、例えば、複数の期間の間での重み付けのための関数である。この
重み付け関数Ｇtiは、例えば、自然数でも良い。重み付け関数Ｇtiは、ある関数でもよい
。
【００６５】
　（ステップＳ９）
　制御部３３は、使用者８１の評価を行う。具体的には、制御部３３は、ステップＳ４で
取得した脈拍の情報が、例えば、基準分布CSｌ,t1+t2の分布の±１σの範囲に属するもの
なのか、±２σの範囲に属するものなのか、±３σの範囲に属するものなのか、±３σの
範囲に属しないものであるのか、などを判定する。その結果に基づいて、制御部３３は、
乗り物２８を運転している使用者８１のリスクを評価する。
【００６６】
　（３　自動車保険の保険料の算定）
　図３は、第１実施形態に係る評価システムにおける評価結果を例示する模式図である。
　図３に示すように、例えば、評価値Ｅｖ１の値（この例では１～９）に対応して、自動
車保険の保険料の値Ｉｖ１が定められる。評価値Ｅｖ１は、使用者８１のリスクに対応し
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た分類である。
【００６７】
　制御部３３は、図３に示すように、使用者８１を使用者８１のリスクに応じて分類分け
して評価する。制御部３３は、分類分けに応じて、使用者８１の自動車保険の保険料を算
定する。
【００６８】
　図３に示すように、例えば、複数の評価値Ｅｖ１のそれぞれに対応して、自動車保険の
保険料の値Ｉｖ１が定められる。例えば、評価値Ｅｖ１が「１」のときの保険料の値Ｉｖ
１は、１１，０００円である。例えば、評価値Ｅｖ１が「９」のときの保険料の値Ｉｖ１
は、５５，０００円である。
【００６９】
　本実施形態に係る評価システム１１０では、運転している使用者８１の生体情報と、そ
の使用者８１の状態と同じ状態にあったときの使用者８１の生体情報と、を演算システム
３０が比較する。そして、評価システム１１０は、運転している使用者８１のリスクを評
価することで、使用者８１を評価する。そして、その評価の結果に基づいて、保険料の値
Ｉｖ１が出力される。実施形態においては、使用者８１が作業を実施する際のリスクが、
使用者８１の情報（例えば生体情報）に基づいている。このため、使用者８１を正確に評
価できる。この使用者８１の評価を使用することにより、使用者８１の情報をより有効に
利用して適切な自動車保険の保険料の算定ができる。
【００７０】
　使用者８１の評価の結果は、使用者８１の自動車保険料のランクを含んでも良い。
【００７１】
　（その他の例）　
　上記の例では、乗り物２８を運転している使用者８１が評価される。実施形態において
、他の作業をしているときの使用者８１が評価されてもよい。
【００７２】
　作業は、例えば、使用者８１の仕事でも良い。仕事は、使用者８１が生計を立てるため
に行うことを含む。
【００７３】
　制御部３３が、例えば、立って行われる仕事であると判定した場合、制御部３３は上記
のステップＳ６で、使用者８１の状態Ｓｔ２に対応する生体情報等を抽出する。その結果
に基づいて、制御部３３は、使用者８１を評価する。これにより、仕事を実施していると
きの使用者８１のリスク（例えば、健康の阻害の可能など）が評価できる。作業が仕事で
ある場合に、例えば、使用者８１の将来の健康のリスクが予測できる。これらの評価の結
果は、例えば、生命保険及び医療保険料の少なくともいずれかの条件（例えばランク）を
含んでも良い。
【００７４】
　このように、実施形態によれば、使用者８１の将来のリスクをより正確に評価できる。
この結果を用いて、例えば、保険の条件を提示することで、より正確な保険の条件を定め
ることができる。
【００７５】
　さらに、実施形態は、使用者８１が将来に「ある作業」を実施したときの状態を予測で
きる。例えば、「ある作業」を実際に実施したときにおける使用者８１の状態だけではな
く、その使用者８１が「ある作業」を将来実施したときに生じやすい状態（症状）を予測
できる。この予測は、評価結果情報に含まれても良い。
【００７６】
　この予測に基づいて、使用者８１が適切な変更を行うことで、将来のリスクを減らすこ
とができる。演算システム３０（及び評価システム１１０など）は、使用者８１の訓練シ
ステムとして用いることができる。
【００７７】
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　実施形態において、作業は、例えば、乗り物２８の運転、仕事、または、スポーツなど
を含んでも良い。
【００７８】
　（第２実施形態）
　図４は、第２実施形態に係る評価システムを例示する模式図である。　
　図４に示すように、第２実施形態に係る評価システム１１１は、第１実施形態の評価シ
ステム１１０に対して出力システム４０をさらに追加した点で相違し、その他の構成は第
１実施形態と同様である。第１実施形態では、制御部３３が、図３に示すような保険料の
算定を行う。第２実施形態では、制御部３３は使用者８１がいずれの評価値Ｅｖ１に該当
するかを判定する。第２実施形態においては、制御部３３は、例えば、保険料の算定はし
ない。
【００７９】
　出力システム４０は、図３に示すような保険料の算定を行うプログラムを有する。その
プログラムによって、出力システム４０は、使用者８１の保険料を算定する。
【００８０】
　出力システム４０は、例えば、情報端末４１及びサーバ４２を含む。この例では、制御
部４３がさらに設けられている。情報端末４１は、サーバ４２と接続される。制御部４３
は、情報端末４１及びサーバ４２と接続される。これらの接続は、有線または無線の任意
の方法により行われる。情報端末４１、サーバ２２及び制御部４３は、コンピュータを含
んでも良い。情報端末４１、サーバ２２及び制御部４３は、メモリを含んでも良い。情報
端末４１、サーバ２２及び制御部４３は、例えば、電気回路を含む。情報端末４１は、例
えば、スマートフォンなどを含んでも良い。
【００８１】
　情報端末４１は、例えば、演算システム３０の通信部３１と通信を行う。通信は、デー
タの授受を含む。例えば、演算システム３０の通信部３１から、使用者８１の評価の結果
が、出力システム４０の情報端末４１に送られる。情報端末４１は、評価の結果に基づい
て使用者８１の保険料の算定を行う。サーバ４２に使用者８１ごとに評価の結果や保険料
が記憶される。制御部４３は、例えば、情報端末４１及びサーバ４２の動作を制御する。
制御部４３は、省略されても良い。
【００８２】
　必要に応じて、情報端末４１は、サーバ４２から情報（評価の結果）を読み出す。情報
端末４１は、評価結果情報を出力可能である。
【００８３】
　出力システム４０の１つの例において、出力システム４０は、例えば保険提供者（例え
ば保険会社）により使用される。保険提供者は、使用者８１の評価の結果に基づいて、そ
の使用者８１の保険の条件を定めても良い。
【００８４】
　（第３実施形態）　
　第３実施形態の評価システムの構成は、第１実施形態または第２実施形態の評価システ
ムの構成に対して、サーバ３２が、以下に説明するテーブルを保持している点で相違する
。
【００８５】
　（１　評価システムの構成）
　例えば、ある１種類の生体情報（例えば、脈拍）が複数の検出器ＳＮで取得される場合
、複数の検出器ＳＮの取得精度が考慮される。演算システム３０のサーバ３２は、複数の
生体情報ごとに、複数の検出器ＳＮのそれぞれの信頼度に関するテーブルを保持する。制
御部３３は、これらのテーブルに基づいて基準分布（または基準データ）を生成する。
【００８６】
　図５は、第３実施形態に係る評価システムを例示する模式図である。　
　図５に示すように、サーバ３２は、テーブルを保持する。このテーブルにおいて、例え
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ば、複数の生体情報（例えば、脈拍）ごとに、複数の検出器ＳＮに対する信頼度ＣＥが定
めされる。例えば、信頼度ＣＥの値が大きいと、その検出器ＳＮによる評価結果（情報）
の信頼度は高い。図５は、脈拍に関するテーブルを示す。
【００８７】
　この例では、第１検出器ＳＮ１において信頼度ＣＥは、１０である。第２検出器ＳＮ２
において信頼度ＣＥは、３である。第３検出器ＳＮ３において信頼度ＣＥは、７である。
第５検出器ＳＮ５において信頼度ＣＥは、５である。他の検出器ＳＮにおいては、信頼度
ＣＥは、０である。任意の検出器ＳＮｉは、信頼度ＣＥｉを有する。
【００８８】
　（２　評価システムにおける評価方法）
　第３実施形態に係る評価システムにおける評価方法は、第１実施形態の評価方法と、ス
テップＳ７とステップＳ８との間にステップＳＳ１及びステップＳＳ２が設けられる点で
相違する。第３実施形態における他のステップは、第１実施形態と同様である。
【００８９】
　具体的な評価方法について、図５及び図６を用いて説明する。
【００９０】
　図６は、第３実施形態に係る評価システムの評価方法を示すフローチャートである。　
　第３実施形態においては、第１実施形態に関して説明したステップＳ７を実行した後に
、ステップＳＳ１を実行する。
【００９１】
　（ステップＳＳ１）
　制御部３３は、図５に示す信頼度ＣＥに関するテーブルを、サーバ３２から、ＲＡＭに
導入する。前述したように、ステップＳ７では、制御部３３は、使用者８１の状態Ｓｔ１
に該当する脈拍の情報を、複数の検出器ＳＮごとに分類する。制御部３３は、この検出器
に対応する信頼度ＣＥを抽出する。
【００９２】
　制御部３３は、信頼度の合計が所定の値（例えば「１１」）を超えているかどうか、を
判定する。
【００９３】
　制御部３３が、合計の信頼度ＣＥが所定の値を超えていると判定したときには（ステッ
プＳＳ１、「Ｙｅｓ」）、ステップＳ８へ進む。第３実施形態では、第１～第３検出器Ｓ
Ｎ１～ＳＮ３を使用しており、それぞれの検出器ＳＮの信頼度ＣＥの合計は、２０（＝１
０＋３＋７）である。したがって、制御部３３は、ステップＳ８へ進む処理を行う。
【００９４】
　（ステップＳＳ２）
　制御部３３が、合計の信頼度ＣＥが所望の値を超えていないと判定したときには（ステ
ップＳＳ１、「Ｎｏ」）、ステップＳＳ２へ進む。
【００９５】
　例えば、第１検出器ＳＮ１から脈拍の情報が取得できず、第２検出器ＳＮ２及び第３検
出器ＳＮ３で脈拍の情報を取得した場合には、信頼度ＣＥの合計は１０（＝３＋７）であ
る。このときは、制御部３３は、ステップＳＳ２へ進む処理を行う。
【００９６】
　ステップＳＳ２では、制御部３３は、基準分布（または基準データ）を推定する。
【００９７】
　具体的には、制御部３３は、例えば、第１検出器ＳＮ１で取得した脈拍の分布と、第２
検出器ＳＮ２または第３検出器ＳＮ３で取得した脈拍の分布と、の相関関係に基づいて、
基準分布（または基準データ）を算出する。
【００９８】
　以下、第１実施形態の評価方法で説明した前提をベースにして、例を説明する。ただし
、以下の例では、演算システム３０は、第１検出器ＳＮ１から使用者８１の状態Ｓｔ１に
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対応する脈拍の情報を取得できない。以下の例では、演算システム３０は、使用者８１の
状態Ｓｔ０に対応する脈拍に関する情報を第２検出器ＳＮ２及び第３検出器ＳＮ３から取
得できたものとする。
【００９９】
　このとき、制御部３３は、使用者８１の状態Ｓｔ０における第１～第３検出器ＳＮ１～
ＳＮ３で取得した生体情報の相関関係を算定する。その相関関係を用いて、制御部３３は
、使用者８１の状態Ｓｔ１に対応する、第２検出器ＳＮ２及び第３検出器ＳＮ３から取得
した脈拍の情報から、第１検出器ＳＮ１で取得されたであろう脈拍の情報を推定する。
【０１００】
　制御部３３は、推定された、第１検出器ＳＮ１からの脈拍の情報と、第２検出器ＳＮ２
及び第３検出器ＳＮ３からの脈拍の情報と、に基づいて、基準分布（または基準データ）
を生成する。
【０１０１】
　第１～第３検出器ＳＮ１～ＳＮ３を用いる場合には、信頼度ＣＥの合計が所望の値を超
えるためである。
【０１０２】
　第３実施形態においては、演算システム３０（例えば制御部３３）は、複数の検出器Ｓ
Ｎから取得された情報（生体情報及び行動情報の少なくともいずれか）に基づいて、使用
者８１の評価を行う。例えば、評価の結果を得る際に複数の検出器ＳＮから得られた複数
の情報（データ）を整合させることができる。より正確な使用者８１の評価結果を出力で
きる。
【０１０３】
　このような評価結果情報を、例えば、保険条件の決定（例えば保険料の算定）の基礎と
なる基準として用いることができる。より正確に保険条件を決定することができる。生体
情報をより有効に利用できる評価装置及び評価システムが提供できる。
【０１０４】
　図７は、実施形態に係る評価システムにおける動作を示すフローチャートである。　
　図７に示すように、例えば、ステップＳ９において、演算システム３０（第３システム
）の制御部３３において、使用者８１の評価が行われる。使用者８１の評価結果が、所定
のランクよりも上の場合は、終了する。一方、使用者８１の評価が、所定のランク以下の
場合には、制御部３３は、自動運転切替指示を行う。自動運転切替指示のコマンドＣＭＤ
等が、例えば、第２ユーザシステム２０（第２システム）に送信される。第２ユーザシス
テム２０は、自動運転切替指示のコマンドＣＭＤ等に基づいて、自動運転を開始する。例
えば、第２ユーザシステム２０のサーバ２２等により、乗り物２８の自動運転が開始され
る。
【０１０５】
　使用者８１の評価結果が所定のランク以下のときには、運転している使用者８１が異常
な状態と判断できる。このような場合に、例えば、マニュアル運転から自動運転への切り
替えが行われる。例えば、自動運転のためプログラムは、乗り物２８が有している。この
自動運転のプログラムの実行の指令が、例えば、第２ユーザシステム２０のサーバ２２等
を介して、演算システム３０から第２ユーザシステム２０に提供される。
【０１０６】
　図８は、実施形態に係る評価システムを例示する模式図である。　
　図８は、演算システム３０のハードウェアの構成の例を示す。演算システム３０は、例
えば、通信部３１（通信インタフェース）、サーバ３２（例えば外部メモリなどとのイン
タフェース）、制御部３３（例えばＣＰＵ）、ＲＡＭ３４ａ及びＲＯＭ３４ｂなどを含む
。演算システム３０は、例えば、入力部３５ａ及び出力部３５ｂなどをさらに含んでも良
い。
【０１０７】
　上記の種々の情報（データ）の処理（指示）は、例えば、プログラム（ソフトウェア）
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に基づいて実行される。例えば、コンピュータが、このプログラムを記憶し、このプログ
ラムを読み出すことにより、上記の種々の情報の処理が行われる。
【０１０８】
　上記の種々の情報の処理は、コンピュータに実行させることのできるプログラムとして
、磁気ディスク（フレキシブルディスク及びハードディスクなど）、光ディスク（ＣＤ－
ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ±Ｒ、ＤＶＤ±ＲＷなど）、半
導体メモリ、または、他の記録媒体に記録されても良い。
【０１０９】
　例えば、記録媒体に記録された情報は、コンピュータ（または組み込みシステム）によ
り読み出されることが可能である。記録媒体において、記録形式（記憶形式）は任意であ
る。例えば、コンピュータは、記録媒体からプログラムを読み出し、このプログラムに基
づいてプログラムに記述されている指示をＣＰＵで実行させる。コンピュータにおいて、
プログラムの取得（または読み出し）は、ネットワークを通じて行われても良い。
【０１１０】
　記録媒体からコンピュータ（または組み込みシステム）にインストールされたプログラ
ムに基づいてコンピュータ上で稼働している種々のソフトウェアにおいて、上記の情報の
処理の少なくとも一部が実施されても良い。このソフトウェアは、例えば、ＯＳ（オペレ
ーティングシステム）などを含む。このソフトウェアは、例えば、ネットワーク上で動作
するミドルウェアなどを含んでも良い。
【０１１１】
　実施形態における記録媒体は、ＬＡＮまたはインターネットなどにより得られたプログ
ラムをダウンロードして記憶された記録媒体も含まれる。複数の記録媒体に基づいて、上
記の処理が行われても良い。
【０１１２】
　実施形態に係るコンピュータは、１つまたは複数の装置（例えばパーソナルコンピュー
タなど）を含む。実施形態に係るコンピュータは、ネットワークにより接続された複数の
装置を含んでも良い。
【０１１３】
　（第４実施形態）　
　第４実施形態において、評価システム１１０（図１（ａ）参照）は、演算システム３０
（例えば演算装置、図１（ａ）参照）を含む。
【０１１４】
　評価システム１１０（例えば演算システム３０）は、例えば、使用者８１に関する第１
情報と、その使用者８１に関する第２情報と、を入手する。この第１情報は、１つの作業
（第１作業）をしている第１状態における、使用者８１の生体情報及び行動情報の少なく
ともいずれかを含む。一方、第２情報は、その作業（第１作業）をしていない第２状態に
おける、使用者８１の生体情報及び行動情報の少なくともいずれかを含む。そして、評価
システム１１０は、上記の第１情報及び第２情報に基づいて、使用者８１の第１作業に関
する評価結果情報を出力することが可能である。本実施形態において、使用者８１は、評
価の対象者である。
【０１１５】
　以下、評価システム１１０における使用者８１の評価の例について説明する。
【０１１６】
　以下の例では、使用者８１の作業（第１作業）は、乗り物２８の運転である。乗り物２
８の運転に関する可能性（例えばリスクなど）について、使用者８１が評価される。
【０１１７】
　例えば、使用者８１の状態が、第１検出器ＳＮ１及び第２検出器ＳＮ２により評価され
る。既に説明したように、第１検出器ＳＮ１は、ベッド７０に設けられる。第１検出器Ｓ
Ｎ１により、使用者８１の就寝中及びその前後の状態が検出される。第１検出器ＳＮ１に
より、例えば、使用者８１の、心拍、脈拍、呼吸、睡眠及び覚醒などが検出される。



(15) JP 6854208 B2 2021.4.7

10

20

30

40

50

【０１１８】
　既に説明したように、第２検出器ＳＮ２は、例えば、使用者８１の体（例えば腕）に取
り付けられる。第２検出器ＳＮ２は、例えば、一日以上連続して使用者８１の状態を検出
できても良い。第２検出器ＳＮ２は、例えば、使用者８１の、心拍、脈拍、睡眠、覚醒、
入眠、立位、座位、臥位、歩行及び運動などの状態を検出できる。
【０１１９】
　使用者８１の作業（第１作業）が乗り物２８の運転である場合、上記の第７検出器ＳＮ
７により、使用者８１の状態が検出される。第７検出器ＳＮ７は、乗り物２８の運転中（
乗り物２８に乗っている期間）の使用者８１の状態を検出できる。第７検出器ＳＮ７は、
例えば、心拍、脈拍、呼吸、睡眠及び覚醒などを検出できる。
【０１２０】
　以下では、説明を簡単にするために、これらの検出器ＳＮで得られた種々のデータのう
ちで、脈拍に関する情報が用いられる場合について説明する。そして、以下では、検出器
ＳＮで得られた情報（例えばデータ）をモデル化して説明する。
【０１２１】
　図９（ａ）～図９（ｃ）は、第４実施形態に係る評価システムにおける情報を例示する
模式図である。　
　これらの図の横軸は、時間ｔｍである。図９（ａ）～図９（ｃ）のそれぞれの縦軸は、
第１検出器ＳＮ１、第２検出器ＳＮ２及び第７検出器ＳＮ７のそれぞれにより得られた第
１信号ＳＧ１、第２信号ＳＧ２及び第７信号ＳＧ７である。脈拍が検出される場合、例え
ば、１分間における脈拍数が、これらの信号の強度に対応する。
【０１２２】
　これらの信号は、使用者８１に関する情報の少なくとも一部となる。または、これらの
信号が処理されて得られた情報が、使用者８１に関する情報の一部となる。これらの図に
は、第１日Ｄ１～第８日Ｄ８までの検出結果（信号）が例示されている。
【０１２３】
　図９（ａ）に示すように、第１検出器ＳＮ１により得られる第１信号ＳＧ１の強度は、
使用者８１の就寝中及びその前後（すなわち、例えば、夜）において、強くなる。例えば
、昼間は、第１検出器ＳＮ１による検出が行われないため、第１信号ＳＧ１が得られない
。使用者８１の就寝中において、使用者８１の睡眠状態に応じて、脈拍が変化する。これ
に応じて、第１信号ＳＧ１の強度が変化する。
【０１２４】
　図９（ｂ）に示すように、第２検出器ＳＮ２により、第１日Ｄ１～第８日Ｄ８まで、実
質的に連続して、使用者８１の状態が検出される。第２信号ＳＧ２は、第１日Ｄ１～第８
日Ｄ８まで、実質的に連続している。この例では、それぞれの日の昼間において、第２信
号ＳＧ２の強度が高く、夜間においては、第２信号ＳＧ２の強度が低い。夜間における第
２信号ＳＧ２の強度は、第１信号ＳＧ１の強度に対応している場合が多い。
【０１２５】
　図９（ｃ）に示すように、第７信号ＳＧ７は、使用者８１が乗り物２８に乗っていると
きの、使用者８１の脈拍に対応する。この例では、第５日Ｄ５及び第７日Ｄ７において、
使用者８１は、乗り物２８を運転している。
【０１２６】
　この例では、評価の対象の作業（第１作業ＯＰ１）が、乗り物２８の運転である。第５
日Ｄ５及び第７日Ｄ７に、使用者８１が第１作業ＯＰ１（乗り物２８の運転）を行う第１
状態ＳＴ１がある。第１状態ＳＴ１を除く期間が、第２状態ＳＴ２となる。
【０１２７】
　例えば、第５日Ｄ５の第１期間（第１時刻を含む期間）において、使用者８１が第１作
業ＯＰ１（乗り物２８の運転）を行っている。他の日（この例では第１日Ｄ１～第４日Ｄ
４、第６日Ｄ６及び第８日Ｄ８）にも、その第１期間（第１時刻を含む期間）がある。
【０１２８】
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　１つの例において、第５日Ｄ５の第１期間（第１時刻を含む期間）における第２信号Ｓ
Ｇ２と、他の日（この例では第１日Ｄ１～第４日Ｄ４、第６日Ｄ６及び第８日Ｄ８）の第
１期間（第１時刻を含む期間）における第２信号ＳＧ２と、が比較される。この場合、第
１作業ＯＰ１の有無の違いに対応して、第２信号ＳＧ２に違いが生じる。例えば、第１作
業ＯＰ１（運転）を行っているときの第２信号ＳＧ２の強度（脈拍数）と、第１作業ＯＰ
１（運転）を行っていないときの第２信号ＳＧ２の強度（脈拍数）と、の間において、違
いが生じる。例えば、前者は、後者よりも強い。
【０１２９】
　このように、第１作業ＯＰ１の実施の有無により、使用者８１の生体情報が変化する。
この生体情報の変化は、使用者８１が第１作業ＯＰ１（運転）を行うときの第１作業ＯＰ
１において生じる可能性（例えばリスクの程度）に関係する。第１作業ＯＰ１の実施の有
無に基づく使用者８１の生体情報の変化を評価することで、第１作業ＯＰ１に関して使用
者８１を評価することができる。
【０１３０】
　第４実施形態においては、第１作業ＯＰ１をしている第１状態ＳＴ１における使用者８
１の生体情報及び行動情報の少なくともいずれかを含む第１情報と、第１作業ＯＰ１をし
ていない第２状態ＳＴ２における使用者８１の生体情報及び行動情報の少なくともいずれ
かを含む第２情報と、の間の相対的な関係（例えば差）に基づいて、使用者８１の第１作
業ＯＰ１に関する評価が行われる。
【０１３１】
　この例では、第１作業ＯＰ１を行わない別の日における使用者８１の情報（この例では
、第２信号ＳＧ２）が、第２状態ＳＴ２の第２情報として用いられる。例えば、第２情報
は、第５日Ｄ５において第１作業ＯＰ１が行われる時刻（第１期間）と同じ時刻（第１期
間）に対応する、他の日の情報である。
【０１３２】
　第４実施形態において、第２情報として、第１作業ＯＰ１が行われる第５日Ｄ５におけ
る他の時刻（期間）における情報（例えば第２信号ＳＧ２）が用いられても良い。
【０１３３】
　この例では、第７日Ｄ７の第２期間（第２時刻を含む期間）において、使用者８１が第
１作業ＯＰ１（乗り物２８の運転）を行っている。第５日Ｄ５に第１作業ＯＰ１を実施し
ているときの第２信号ＳＧ２と、第７日Ｄ７における第１作業ＯＰ１を実施しているとき
の第２信号ＳＧ２と、が、第１情報として用いられても良い。これらの２日のそれぞれの
信号から、例えば、平均値が導出される。平均値を含む情報が、第１情報として用いられ
ても良い。
【０１３４】
　上記の例では、１つの検出器（第２検出器ＳＮ２）により、上記の第１情報（第１作業
ＯＰ１を行っているときの状態）と、上記の第２情報（第１作業ＯＰ１を行っていないと
きの状態）と、における状態が検出される。
【０１３５】
　第４実施形態において、第１情報と第２情報とが、互いに異なる検出器で得られても良
い。例えば、第１情報（第１作業ＯＰ１を行っているときの状態）が、第７検出器ＳＮ７
で得られても良い。一方、第２情報（第１作業ＯＰ１を行っていないときの状態）が、第
１検出器ＳＮ１で得られても良い。これらの検出器から得られた情報を基に、使用者８１
の第１作業ＯＰ１に関する評価が行われても良い。
【０１３６】
　第１情報及び第２情報が、互いに異なる検出器ＳＮで得られる場合がある。このとき、
これらの検出器ＳＮの間で、導出されるデータ（情報）の関係が求められ、使用者８１の
状態が同じときに得られる結果が、互いに異なる場合がある。この場合に、互いに異なる
検出器ＳＮで得られる結果が、適切に補正されても良い。
【０１３７】
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　１つの例において、第２情報が得られる第２状態ＳＴ２の少なくとも一部において、使
用者８１は睡眠状態でも良い。睡眠状態である場合に得られる第２情報は、比較的変動が
小さい。例えば、異なる日においても、比較的均一な第２情報が得られる。このため、第
１情報との差が安定して得られる。
【０１３８】
　例えば、第１情報及び第２情報が、使用者８１の、心拍、脈拍、呼吸及び血圧の少なく
とも１つを含む場合に、比較的安定したデータが得られる。
【０１３９】
　例えば、第１情報が使用者８１の心拍であり、第２情報も使用者８１の心拍である。第
１情報が使用者８１の脈拍であり、第２情報も使用者８１の脈拍である。第１情報が使用
者８１の呼吸であり、第２情報も使用者８１の呼吸である。第１情報が使用者８１の体温
であり、第２情報も使用者８１の体温である。第１情報が使用者８１の体重であり、第２
情報も使用者８１の体重である。第１情報が使用者８１の筋電図（心電図を含む）であり
、第２情報も使用者８１の筋電図（心電図を含む）である。第１情報が使用者８１の脳波
であり、第２情報も使用者８１の脳波である。第１情報が使用者８１の血圧であり、第２
情報も使用者８１の血圧である。第１情報が使用者８１の血中酸素濃度であり、第２情報
も使用者８１の血中酸素濃度である。第１情報が使用者８１の呼気中ガスであり、第２情
報も使用者８１の呼気中ガスである。
【０１４０】
　第４実施形態において、第１情報及び第２情報が、互いに異なる種類の情報（例えば生
体情報）でも良い。例えば、第１情報が使用者８１の心拍であるとき、第２情報が使用者
８１の、脈拍、呼吸、体温、体重、筋電図（心電図を含む）、脳波、血圧、血中酸素濃度
（例えば、経皮的動脈血酸素飽和度を含む）、及び、呼気中ガスの少なくともいずれかを
含んでも良い。例えば、異なる種類の生体情報が互いに関係する場合がある。例えば、脈
拍の変化が、心拍の変化と連動する場合がある。このようなとき、例えば、第１検出器Ｓ
Ｎ１で脈拍が検出され、第７検出器ＳＮ７で心拍が検出されても良い。
【０１４１】
　第１作業の種類によって、取得できる情報の種類が適切に変更されても良い。１つの例
では、１つの検出器ＳＮで、第１種類の第１情報と、第１種類の第２情報が取得されても
良い。別の例では、１つの検出器ＳＮで第１種類の第１情報が取得され、別の検出器ＳＮ
で第１種類の第２情報が取得されても良い。別の例では、１つの検出器ＳＮで第１種類の
第１情報が取得され、別の検出器ＳＮで第２種類の第２情報が取得されても良い。さらに
、別の例では、１つの検出器ＳＮで第１種類の第１情報が取得され、第２種類の第２情報
が取得されても良い。
【０１４２】
　上記のように、１つの実施形態においては、使用者８１の評価結果は、第１作業ＯＰ１
を実施している使用者８１の第１情報と、第１作業ＯＰ１を実施していない使用者８１の
第２情報との間の相対的な関係に基づいて、導出される。相対的な関係は、例えば、第１
情報と第２情報との差を含む。そして、使用者８１の評価結果が、評価結果情報として出
力される。
【０１４３】
　例えば、第１作業ＯＰ１が乗り物２８の運転を含む場合、評価結果情報は、例えば、使
用者８１における、運転のリスクに関する情報である。例えば、運転中の脈拍が、安静時
の脈拍よりも過度に高くなる場合がある。このような場合、その使用者８１は、冷静に運
転することが困難である、と推定できる。このような場合、その使用者８１は、運転中に
事故などを起こす可能性が高いと推定できる。推定された結果が、評価結果情報となる。
【０１４４】
　第４実施形態によれば、例えば、使用者８１の情報（生体情報及び行動情報の少なくと
もいずれか）をより有効に利用できる評価システムが提供できる。
【０１４５】
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　以下、使用者８１の評価の例について説明する。　
　図１０（ａ）～図１０（ｃ）は、第４実施形態に係る評価結果情報を例示する模式図で
ある。　
　図１０（ａ）は、使用者８１の評価結果の１つの指標ｘｖ１を例示している。指標ｘｖ
１は、例えば、第１情報（使用者８１が第１作業ＯＰ１を実施しているときの情報）と、
第２情報（使用者８１が第１作業ＯＰ１を実施していないときの情報）と、の間の相対的
な関係（例えば差）に対応した値である。例えば、指標ｘｖ１が大きいと、第１情報と第
２情報との差が大きい。例えば、指標ｘｖ１が大きいときには、第１作業ＯＰ１（例えば
運転）におけるリスクが高い。
【０１４６】
　例えば、指標ｘｖ１は、脈拍に関する。例えば、指標ｘｖ１は、脈拍の時間的な変化な
どに関しても良い。
【０１４７】
　指標ｘｖ１の値に応じて、複数の範囲が定められる。この例では、５ずつの間隔で、範
囲が定められる。１つの範囲において、指標ｘｖ１の差は５である。複数の範囲のそれぞ
れに対して、評価値Ｅｖ１が定められる。この例では、指標ｘｖ１の値が大きいと、評価
値Ｅｖ１が大きい。
【０１４８】
　例えば、評価値Ｅｖ１が大きい場合に、第１作業ＯＰ１（例えば運転）におけるリスク
が高い、ということが分かる。第４実施形態においては、このような評価値Ｅｖ１が、評
価結果情報の少なくとも一部となる。
【０１４９】
　この例では、指標ｘｖ１に関する複数の範囲は、等間隔で区分される。実施形態におい
て、非等間隔で、区分されても良い。
【０１５０】
　図１０（ｂ）に示すように、１つの例においては、指標ｘｖ１が３０～４０までの間に
おいて、細かい幅で、範囲が区分されている。目的とする第１作業ＯＰ１、及び、用いら
れる情報の種類に応じて、指標ｘｖ１の範囲を適切に区分することができる。
【０１５１】
　図１０（ｃ）に示すように、別の指標ｘｖ２の値に応じて、複数の範囲が定められる。
指標ｘｖ２は、例えば、血圧に関する。例えば、指標ｘｖ２は、血圧の時間的な変化など
に対応しても良い。この例でも、複数の範囲のそれぞれに対して、評価値Ｅｖ２が定めら
れる。この例では、指標ｘｖ２の値が大きいと、評価値Ｅｖ２が大きい。
【０１５２】
　例えば、このような評価値Ｅｖ１及び評価値Ｅｖ２少なくとも一方を用いて、評価が行
われても良い。例えば、評価値Ｅｖ１及び評価値Ｅｖ２の和により、評価が行われても良
い。例えば、評価値Ｅｖ１及び評価値Ｅｖ２の和の値が、評価結果情報として出力される
。
【０１５３】
　この例では、評価値Ｅｖ２の範囲の方が、評価値Ｅｖ１の範囲よりも大きい。例えば、
指標ｘｖ２の評価結果の方が、指標ｘｖ１の評価結果よりも、目的とする第１作業ＯＰ１
（例えば運転）における生体情報の変化をより適正に表現している場合がある。このよう
な場合に、評価値Ｅｖ２の範囲を、評価値Ｅｖ１の範囲よりも大きくする。例えば、重み
付けを行う。これにより、複数の評価値を用いたときに、より適正な評価が行われる。
【０１５４】
　実施形態において、上記の評価結果情報は、任意の方法で出力される。例えば、ディス
プレイなどでの表示、印刷、または、音声信号の提供などの任意の方法を用いることがで
きる。
【０１５５】
　このように、第４実施形態において、評価結果情報は、分類された複数のランクの１つ
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を含む。分類された複数のランクは、例えば、上記の評価値Ｅｖ１または評価値Ｅｖ２な
どである。分類された複数のランクは、例えば、複数の評価値（例えば、評価値Ｅｖ１及
び評価値Ｅｖ２など）の処理結果（例えば、和、積、重み付けされた和など）でも良い。
例えば、複数のランクのうちの１つが、任意の手法により、出力される。
【０１５６】
　上記の第４実施形態は、評価システム１１１（図４参照）により実施されても良い。　
　出力システム４０（例えば、評価結果出力システム）の１つの例において、出力システ
ム４０は、例えば保険提供者（例えば保険会社）により使用される。保険提供者は、使用
者８１の評価結果情報に基づいて、その使用者８１の保険の条件を定めても良い。
【０１５７】
　例えば、１つの例において、使用者８１が乗り物２８を運転すること（第１作業ＯＰ１
）について、保険が設定される。この場合、第１作業ＯＰ１に関してのその使用者８１の
評価結果情報に基づいて、自動車保険の保険条件の少なくとも一部が定められても良い。
【０１５８】
　例えば、図１０（ａ）～図１０（ｃ）に例示したような、指標ｘｖ１に関する評価値Ｅ
ｖ１などが用いられる。例えば、評価値Ｅｖ１に応じて、保険の条件などが設定されても
良い。保険の条件は、例えば、保険料及び保険金の少なくともいずれかを含む。
【０１５９】
　図３に示すように、例えば、複数の評価値Ｅｖ１のそれぞれに対応して、保険料の値Ｉ
ｖ１が定められる。例えば、評価値Ｅｖ１が「１」のときの保険料の値Ｉｖ１は、１１，
０００円である。例えば、評価値Ｅｖ１が「９」のときの保険料の値Ｉｖ１は、５５，０
００円である。
【０１６０】
　このように、使用者８１が第１作業ＯＰ１（例えば運転）を実施することに関して、使
用者８１が評価される。そして、その評価結果に基づいて、保険料の値Ｉｖ１が出力され
る。これにより、使用者８１が第１作業ＯＰ１（例えば運転）を実施する際のリスクに基
づいて保険料の値Ｉｖ１を定めることができる。第４実施形態においては、使用者８１が
第１作業ＯＰ１（例えば運転）を実施する際のリスクが、使用者８１の情報（例えば生体
情報）に基づいている。このため、使用者８１の評価結果は、より正確である。保険料の
値Ｉｖ１を、使用者８１の実態に基づいてより正確に定めることができる。
【０１６１】
　このように、評価結果情報は、使用者８１の自動車保険料のランクを含んでも良い。
【０１６２】
　上記の例では、第１作業ＯＰ１が、乗り物２８の運転を含む。実施形態において、第１
作業ＯＰ１は、任意である。
【０１６３】
　第１作業ＯＰ１は、例えば、使用者８１の仕事でも良い。仕事は、使用者８１が生計を
立てるために行うことを含む。例えば、使用者８１が仕事をしている期間の長さは比較的
長い。このため、例えば、仕事の実施状態は、使用者８１の健康状態と、関係する場合が
多い。
【０１６４】
　例えば、仕事を実施している期間において、使用者８１の生体情報（例えば血圧など）
は、仕事を実施していない期間に比べて著しく異なる場合がある。この場合、例えば、使
用者８１は、仕事の実施により、心身に大きな負担が加わっていると推定される。例えば
、過度の負荷が使用者８１に加わると、使用者８１の健康が損なわれる場合がある。
【０１６５】
　例えば、第１作業ＯＰ１として仕事が設定される。そして、上記の評価を行う。これに
より、仕事を実施しているときの使用者８１のリスク（例えば、健康の阻害の可能など）
が評価できる。例えば、第１作業ＯＰ１を仕事として上記の評価を行うことにより、使用
者８１の将来の健康のリスクが予測できる。このような場合、評価結果情報は、例えば、
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生命保険及び医療保険料の少なくともいずれかの条件（例えばランク）を含んでも良い。
【０１６６】
　このように、第４実施形態によれば、使用者８１の将来のリスクをより正確に評価でき
る。この結果を用いて、例えば、保険の条件を提示することで、より正確な保険の条件を
定めることができる。
【０１６７】
　さらに、第４実施形態において、使用者８１が将来に第１作業ＯＰ１を実施したときの
状態を出力できる。例えば、第１作業ＯＰ１を実際に実施したときにおける使用者８１の
状態だけではなく、その使用者８１が第１作業ＯＰ１を将来実施したときに生じやすい状
態（症状）を予測して出力できる。この予測された出力が、評価結果情報に含まれても良
い。
【０１６８】
　この予測された出力に基づいて、使用者８１が適切な変更を行うことで、将来のリスク
を減らすことができる。例えば、評価結果情報は、使用者８１への助言となり得る。使用
者８１は、よりリスクが低い状態で第１作業ＯＰ１を実施できるようになる。例えば、演
算システム３０（及び評価システム１１０など）は、使用者８１の訓練システムとして用
いることができる。
【０１６９】
　実施形態において、第１作業ＯＰ１は、例えば、乗り物２８の運転、仕事、または、ス
ポーツなどを含んでも良い。
【０１７０】
　第４実施形態においては、例えば、１日以上の長さの期間における使用者８１の情報（
生体情報及び行動情報）に基づいて、使用者８１に関する、複数の分類されたランクの１
つを含む評価結果情報が出力される。
【０１７１】
　例えば、定期的な健康診断などが行われる。この場合、健康診断が行われるそのとき（
一日未満）における、使用者８１の状態が検出される。健康診断により得られる情報は、
そのときの使用者８１の健康状態が検出される。しかし、健康診断において検出された健
康状態によってその使用者８１が第１作業ＯＰ１を行うときの状態の可能性（例えばリス
ク）についての評価を行うことは困難である。
【０１７２】
　例えば、健康診断においては、評価項目（例えば血圧など）について、標準範囲が定め
られる。例えば、血圧の正常範囲が定められ、その範囲を超えると、例えば、疾患状態で
あると判断される。すなわち、使用者８１から得られた情報（例えば生体情報）は、別に
定められた標準値（例えば正常範囲）と比較される。比較結果に基づいて、使用者８１の
健康状態などが判断される。
【０１７３】
　一方、病院または介護施設などにおいて、使用者８１（例えば、患者または被介護者）
の生体情報が取得される。例えば、生体情報として脈拍などが検出される。そして、検出
された脈拍が、別に定められた標準値（例えば正常範囲）と比較される。その結果に基づ
いて、例えば、アラームが発生され、適切な処置が行われる。しかし、病院または介護施
設などにおける生体情報の取得結果から、その使用者８１の将来の可能性（例えば、第１
作業ＯＰ１行うときのリスクなど）が評価されることはない。
【０１７４】
　これに対して、第４実施形態においては、使用者８１についての第１情報及び第２情報
に基づいて、使用者８１の将来の可能性が評価される。例えば、評価結果が、分類された
複数のランクの１つとして出力される。これにより、使用者８１の将来の可能性（リスク
）を客観的に知ることができる。
【０１７５】
　第４実施形態において、使用者８１の情報を取得する期間は、例えば、２日以上でも良
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い。例えば、期間が１日である場合には、昼夜の条件の変化が１回生じる。このため、得
られた情報のばらつきが大きい場合がある。使用者８１の情報を取得する期間が２日以上
である場合には、昼夜の条件が複数回生じる。複数回の条件により得られた情報が、例え
ば、平均化される。これにより、より高い精度で、使用者８１を評価することができる。
【０１７６】
　使用者８１の情報を取得する期間は、例えば、３日以上、または、５日以上でも良い。
これにより、より高い精度の評価結果が得られる。
【０１７７】
　第４実施形態において、例えば、第１作業ＯＰ１を行わない第２状態ＳＴ２における第
２情報は、その使用者８１の過去の対応する情報でも良い。例えば、第１作業ＯＰ１を実
施しているとき使用者８１の評価の１か月前における状態が、第２状態ＳＴ２とされても
良い。例えば、第１作業ＯＰ１を実施しているときの脈拍が第１情報である場合、その１
か月前の就寝中の脈拍のデータが、第２情報として用いられても良い。
【０１７８】
　第４実施形態において、使用者８１の評価結果情報は、保険の条件（例えば保険料及び
保険金の少なくともいずれかなど）、預貯金の条件（例えば、利率など）、及び、各種の
サービスの提供を受ける際の条件（例えば、サービスの内容など）の少なくともいずれか
を含んでも良い。
【０１７９】
　（第５実施形態）　
　第５実施形態においても、例えば、演算システム３０（例えば、演算装置、図１（ａ）
または図４参照）が設けられる。演算システム３０は、使用者８１の生体情報を含む第１
情報と、使用者８１の行動情報を含む第２情報と、を入手する。これらの情報は、例えば
、第１検出システム１０または第２検出システム２０などにより検出される。例えば、第
２情報は、使用者８１などにより入力されても良い。
【０１８０】
　演算システム３０は、第１情報（生体情報）と第２情報（行動情報）とに基づいて、使
用者８１に関する評価結果情報を出力することが可能である。
【０１８１】
　例えば、寝ているときと、運動しているときと、の間で、生体情報（例えば、脈拍など
）が異なる。この異なりの程度などに基づいて、使用者８１の将来の状態の可能性（例え
ば、傷病の可能性）を評価（推定）することができる。評価結果が評価結果情報として出
力される。
【０１８２】
　例えば、使用者８１の睡眠の開始時間及び終了時間は、行動情報（第２情報）の１つに
含まれる。一方、睡眠中の生体情報（脈拍の変化など）、または、昼間の生体情報（脈拍
の変化など）などが、使用者８１の生体情報（第１情報）として、取得される。このよう
な第１情報及び第２情報に基づいて、使用者８１の将来の状態の可能（例えば、傷病の可
能性）を評価（推定）することができる。評価結果が評価結果情報として出力される。
【０１８３】
　第５実施形態においても、使用者の情報をより有効に利用できる評価システムを提供す
ることができる。
【０１８４】
　第５実施形態においても評価結果情報は、例えば、分類された複数のランクの１つを含
む。評価結果情報が、複数の分類の１つとして出力される。これにより、使用者８１の評
価結果が明確になる。評価結果情報は、例えば、生命保険及び医療保険料の少なくともい
ずれかの条件（例えばランク）を含んでも良い。
【０１８５】
　（第６実施形態）　
　第６実施形態においても、例えば、演算システム３０（図１（ａ）または図４参照）が
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設けられる。演算システム３０は、使用者８１の、生体情報を含む情報を入手する。この
情報は、例えば、第１検出システム１０または第２検出システム２０などにより検出され
る。
【０１８６】
　演算システム３０は、この情報に基づいて、使用者８１の将来の可能性（例えばリスク
など）に関する分類された複数のランクの１つを出力することができる。さらに、この評
価結果情報に基づいて、例えば、生命保険及び医療保険料の少なくともいずれかの条件（
例えばランク）が出力されても良い。
【０１８７】
　例えば、健康診断または病院など（介護施設を含む）において、使用者８１（例えば、
患者または被介護者）の生体情報（例えば、血圧など）が検出される。そして、検出され
た生体情報が、別に定められた標準値（例えば正常範囲）と比較される。その結果に基づ
いて、例えば、使用者８１の健康が診断される。または、アラームが発生され、適切な処
置が行われる。しかし、健康診断または病院などにおける生体情報の取得結果から、その
使用者８１の将来の可能性（例えばリスクなど）に関して、分類された複数のランクとし
て、評価されることはない。そして、将来の可能性（例えばリスクなど）が、分類された
複数のランクの１つとして出力されることもない。
【０１８８】
　これに対して、第６実施形態においては、使用者８１の生体情報を含む情報に基づいて
、使用者８１の将来の可能性（例えばリスクなど）が、評価され、評価結果が、分類され
た複数のランクの１つとして出力される。使用者８１の将来の可能性（リスク）を客観的
に知ることができる。
【０１８９】
　第６実施形態において、使用者８１の生体情報を取得する期間は、例えば、１日以上で
ある。この期間は、２日以上でも良い。例えば、期間が１日である場合には、昼夜の条件
の変化が１回生じる。このため、得られた情報のばらつきが大きい場合がある。使用者８
１の情報を取得する期間が２日以上である場合には、昼夜の条件が複数回生じる。複数回
の条件により得られた情報が、例えば、平均化される。これにより、より高い精度で、使
用者８１を評価することができる。使用者８１の情報を取得する期間は、例えば、３日以
上、または、５日以上でも良い。これにより、より高い精度の評価結果が得られる。
【０１９０】
　第６実施形態においても、使用者の情報をより有効に利用できる評価システムが提供で
きる。
【０１９１】
　上記の第４～第６実施形態に係る処理は、図８に関して説明した演算システム３０（演
算装置）により実施されても良い。
【０１９２】
　図１１は、実施形態に係る保険を例示する模式図である。　
　実施形態において、保険は、将来起こるかもしれない危険に対し、予測される事故発生
の確率に見合った一定の保険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互
扶助の精神から生まれた助け合いの制度である。保険は、リスクの対象を基準として分類
すると、ヒトに関する保険（例えば人の死亡やけが、病気に対する保険）、モノに関する
保険（例えば物の損傷に対する保険）、カネに関する保険（例えば収入の減少に対する保
険）、コトに関する保険（例えば賠償責任の負担に対する保険）に分類できる。
【０１９３】
　図１１に示すように、ヒト－カネに関する保険として、例えば、生命保険及び傷害保険
がある。保険の例示として、火災保険、地震保険、自動車保険、自賠責保険、交通事故傷
害保険、普通傷害保険、海外旅行傷害保険、医療保障保険、介護保険、及び、年金保険等
も挙げられる。これらの保険に対しても、本発明を適宜設計変更の上、適用してもよい。
【０１９４】
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　実施形態によれば、生体情報をより有効に利用できる評価システムが提供できる。
【０１９５】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は
、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、評価システムに含まれる演算装置
、通信部、サーバ、制御部、検出器及びシステムなどの各要素の具体的な構成に関しては
、当業者が公知の範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を
得ることができる限り、本発明の範囲に包含される。
【０１９６】
　各具体例のいずれか２つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも、本発
明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
【０１９７】
　その他、本発明の実施形態として上述した評価システムを基にして、当業者が適宜設計
変更して実施し得る全ての評価システムも、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲
に属する。
【０１９８】
　その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想
到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了
解される。
【符号の説明】
【０１９９】
　１０…第１ユーザシステム、　１１…通信端末、　２０…第２ユーザシステム、　２１
…通信部、　２２…サーバ、　２７…座席、　２８…乗り物、　３０…演算システム、　
３１…通信部、　３２…サーバ、　３３…制御部、　３４…ＲＡＭ、　３４ａ…ＲＡＭ、
　３４ｂ…ＲＯＭ、　３５ａ…入力部、　３５ｂ…出力部、　４０…出力システム、　４
１…情報端末、　４２…サーバ、　４３…制御部、　６０…マットレス、　７０…ベッド
、　７１…ボトム、　７２…枕、　８１…使用者、　１１０、１１１…評価システム、　
ＣＥ、ＣＥｉ…信頼度、　ＣＭＤ…コマンド、　Ｄ１～Ｄ８…第１～第８日、　ＤＡＴＡ
１…データ、　Ｅｖ１…評価値、　Ｉｖ１…値、　ＯＰ１…第１作業、　Ｓ１～Ｓ８…ス
テップ、　ＳＧ１…第１信号、　ＳＧ２…第２信号、　ＳＧ７…第７信号、　ＳＮ、ＳＮ
ｉ…検出器、　ＳＮ１～ＳＮ７…第１～第７検出器、　ＳＴ１、ＳＴ２…状態、　ｔ１～
ｔ５、ｔｋ…期間、　ｔｍ…時間、　ｘｖ１、ｘｖ２…指標
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